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千葉県環境保全条例（平成7年3月10日条例第3号） 

目次 
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第一節 大気の保全に関する措置（第十五条―第十八条） 

第二節 水質の保全に関する規制等（第十九条―第三十七条） 

第三節 地質の保全に関する規制等（第三十八条―第五十四条） 

第四節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための措置（第五十五条―第五

十六条の九） 

第五節 航空機による拡声機使用の規制（第五十七条） 

第四章 公害に係る苦情の処理等（第五十八条―第六十四条） 

第五章 雑則（第六十五条―第六十七条） 

第六章 罰則（第六十八条―第七十二条） 

附則 

（中略） 

第四節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための措置 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（指針の制定） 

第五十五条 知事は、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針を定め、こ

れを公表するものとする。 

２ 知事は、前項の指針を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車環境管理計画書の作成及び提出等） 

第五十五条の二 県内の事業所における自動車の使用台数が規則で定める規模以上の事業者

（以下この節において「特定事業者」という。）は、規則で定めるところにより、当該特

定事業者が行う自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するための事項を記載した計画書

（以下この節において「自動車環境管理計画書」という。）を作成し、知事に提出しなけ

ればならない。 

２ 自動車環境管理計画書に記載する事項は、前条第一項の指針に基づくものでなければな

らない。 

３ 特定事業者は、自動車環境管理計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところに

より、その旨を知事に届け出なければならない。 

４ 知事は、特定事業者の規模を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければなら

ない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（実績報告書の作成及び提出） 

第五十五条の三 特定事業者は、毎事業年度、規則で定めるところにより、自動車環境管理

計画書に記載された事項に係る当該事業年度の前事業年度の実績を記載した報告書（次条

において「実績報告書」という。）を作成し、知事に提出しなければならない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（勧告及び命令） 

第五十五条の四 知事は、正当な理由がなくて自動車環境管理計画書若しくは実績報告書を

提出しない特定事業者又はその内容（第五十五条の二第三項の規定による届出に係る自動

車環境管理計画書の変更の内容を含む。）が第五十五条第一項の指針に照らして不十分で
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あると認められる特定事業者があるときは、当該特定事業者に対し、期限を定めて、自動

車環境管理計画書若しくは実績報告書を提出すべき旨又はその内容を改善すべき旨の勧告

をすることができる。 

２ 知事は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者が、その勧告に従わなかったときは、

その旨を公表することができる。 

３ 知事は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従

わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

講じなかったときは、当該特定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車環境管理者の選任） 

第五十五条の五 特定事業者は、次の各号に掲げる職務を行わせるため、自動車環境管理者

を選任しなければならない。 

一 自動車環境管理計画書に記載された事項の実施状況の把握 

二 自動車環境管理計画書に記載された事項について、自動車の運行等に従事する者への

指導及び助言 

三 前各号に掲げるもののほか、自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するために必要

な業務 

２ 特定事業者は、前項の規定により自動車環境管理者を選任したときは、規則で定めると

ころにより、その旨を知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とす

る。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（特定事業者以外の自動車の使用者等が執るべき措置） 

第五十五条の六 特定事業者以外の自動車（ブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等

の産業機械及び農耕用トラクター等の農業機械であるものを含む。）の使用者又は運転者

は、第五十五条第一項の指針に基づき当該自動車の使用に伴う環境への負荷の低減に努め

なければならない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車の使用抑制及び低公害車の利用） 

第五十六条 何人も、事業、日常生活その他の活動において、自動車を効率的に使用し、又

は公共交通機関を利用する等により自動車の使用を抑制するよう努めるとともに、自動車

を購入し、又は使用する場合は、低公害車（窒素酸化物、粒子状物質等の排出がないか又

はその量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。以下この節において同

じ。）を購入し、又は使用するよう努めなければならない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（低公害車の導入義務） 

第五十六条の二 規則で定める規模以上の特定事業者は、当該特定事業者が使用する自動車

の台数に対する低公害車の台数の割合を規則で定める割合以上としなければならない。 

２ 知事は、正当な理由がなくて前項の規定に違反して低公害車の導入を怠った特定事業者

に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

３ 知事は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者が、その勧告に従わなかったときは、

その旨を公表することができる。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（低燃費車の導入） 

第五十六条の三 自動車を購入し、又は使用する者は、前二条に規定するもののほか、低燃

費車（燃料の消費量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。以下この節にお
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いて同じ。）を購入し、又は使用するよう努めなければならない。ただし、低公害車を購

入し、又は使用する場合において、やむを得ない理由により低燃費車を購入することが困

難なときその他自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るために支障がないと知事が

認めるときは、この限りでない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車販売業者の義務等） 

第五十六条の四 過去に道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第四条の規定に

よる登録を受けていない自動車（以下この項において「新車」という。）を販売すること

を業としている者（次項において「自動車販売業者」という。）は、前三条の規定による

低公害車又は低燃費車の導入その他この節に規定する義務に対して協力するとともに、そ

の販売する新車の排出ガスの量、騒音の大きさその他規則で定める事項を記載した書面等

を当該事業所に備え置くとともに、当該新車を購入しようとする者に対し、当該書面等を

交付し、当該事項について説明しなければならない。 

２ 知事は、自動車販売業者に対し、低公害車及び低燃費車の販売実績について報告を求め

ることができる。 

３ 知事は、第一項に規定する者に対し、同項の規定を遵守して同項に規定する業務を実施

するために必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車製造業者の義務） 

第五十六条の五 自動車を製造する者は、低公害車及び低燃費車の開発に努めなければなら

ない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車の駐停車時の義務） 

第五十六条の六 自動車を運転する者は、自動車を駐車し、又は停車するときは、当該自動

車の原動機を速やかに停止させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、こ

の限りでない。 

一 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第七条の規定により信号機の表示する信号

等に従って自動車を停車する場合その他同法の規定により自動車を停車する場合 

二 交通の混雑その他の交通の状況により自動車を停車する場合 

三 人を乗せ、又は降ろすために自動車を停車する場合 

四 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の当該自動車に搭載された附属装

置（自動車の運転者室又は客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。）の動力とし

て使用する場合 

五 道路交通法施行令（昭和三十五年政令第二百七十号）第十三条第一項各号に掲げる自

動車が当該緊急用務に使用されている場合 

六 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合 

２ 自動車を使用する事業者は、その管理する自動車の運転者が前項の規定を遵守するよう

適切な措置を講じなければならない。 

３ 規則で定める規模以上の駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場を利用する者が駐車

時に自動車の原動機を停止するよう周知しなければならない。 

４ 冷蔵等のための装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨

物自動車が貨物の積卸しのために停車した場合において、当該貨物自動車の原動機を稼動

させない状態で当該貨物自動車の冷蔵等のための装置を稼働させるための外部電源設備を

設置するよう努めなければならない。 

５ 知事は、前各項に規定する者に対し、それぞれ当該各項の規定を遵守して当該各項に規

定する行為又は業務を実施するために必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 
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全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（自動車の整備） 

第五十六条の七 自動車を使用する者は、当該自動車を適正に整備し、及び適切な運転をす

ることにより、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備を行うときは、自動車の使用に伴う環境へ

の負荷を低減させるために当該自動車に備え付けられた装置を点検し、その結果を当該自

動車の整備を依頼した者に対して説明するとともに、当該自動車の適正な管理について助

言を行うよう努めなければならない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（報告の徴収） 

第五十六条の八 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、自動

車環境管理計画書に記載された内容の状況又は低公害車の導入の方法その他必要な事項に

関し報告を求めることができる。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

（立入検査） 

第五十六条の九 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定事業者

の事業所又は自動車の所在する場所に立ち入り、自動車、自動車検査証、帳簿書類その他

の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

全部改正〔平成一四年条例一七号〕 

 


